
電話番号

②成果参考指標の目標（実績）と施策の現状、及びその評価

年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 単位 年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 単位

目標値 1,272.0 1,333.0 1,395.0 1,461.0 1,530.0 目標値 385.0 385.0 385.0 385.0 385.0

取組目標値 取組目標値 430.0 430.0 430.0 430.0

実績値 1,410.6 1,898.3 実績値 427.0 431.0

達成率 110.9 142.5 － － ％ 達成率 111.0 100.3 ％

目標値 180.0 185.0 190.0 195.0 200.0 目標値 58.0 59.7 60.8 619.0 63.0

取組目標値 取組目標値

実績値 183.0 187.0 実績値 58.6 55.6

達成率 101.7 101.1 － － ％ 達成率 101.1 93.2 － － ％

③評価時点での施策目的に対する現状

④総合的な評価

⑤課題の認識

⑥今後の取組みの方向性

県内企業の貿易実績企業
数

事業所 学校給食における県産品
の使用割合

％

評価時点での総合的
な評価

Ａ:順調に進んでいる
Ｂ:概ね順調に進んでいる（見
直す点がある）
Ｃ:あまり順調に進んでいない

・県外の島根フェア開催支援などにより、県産品の県外での取扱額が増加している。
・生産者・加工事業者を対象とした基礎講座や首都圏での出展支援を通じて、商品開発や営業力強化に取り組む事業者が増加している。今後、
支援対象をさらに広げていくことが必要である。
・にほんばし島根館は、首都圏消費者に対する情報発信拠点として堅調に機能している。
・農産品の輸出は、相手国側の規制などにより減額となったが、加工食品は日本酒や茶を中心に取扱額が増加している。
・学校給食における県産品の使用割合は、天候不順などの影響により目標値をやや下回った。
・県外への年間木材製品出荷量は、目標を上回った。

B

判断

①施策の目的等

施策の名称

（１）平成３１年度
末の施策目的の達成
状況（予測）
Ａ:達成できる
Ｂ:概ね達成できる
Ｃ:達成は困難

判断 その理由（④の「判断」と異なる「判断」の場合のみ記載）

B

（２）施策の目的達
成に向けての課題

・県内農林水産物については、十分なロットの確保が難しい面があることから、加工食品の主原料におけるウエイトの向上には限界があること、また生
鮮品としても、他県産品と比べ販売価格において劣後している面がある。
・小規模の生産事業者、製造事業者が多いため、個々の事業者単独での販路拡大には限界がある。（人的、資金的な面で制約がある）
・事業者・生産者が消費者ニーズを踏まえた商品作りや営業力が十分でない面がある。また、消費地から遠いという距離の不利をカバーする販路開拓支
援が必要である。
・給食施設の集約化・大型化に伴い、供給する生鮮品の規格統一化や安定供給、１次加工品などへの対応が不十分である。
・国際基準や相手国規制について情報提供を行い、対象となる品目や市場にあわせた販路の開拓・拡大を行う必要がある。
・住宅着工数自体が低迷していることから、建築用の県産原木の需要が伸び悩んでいる。

課題解決に向けての
今後の取組みの方向
性

【県産品の販路拡大】
・県産品を取り扱う小売店や飲食店などへ取扱いを増やすよう継続的に働きかける。
・商品力強化のための消費者のニーズ把握、研修事業の実施、Ｗｅｂ物産展の開催などによる営業力向上のための支援を行う。
・事業者の商談率を上げるため、フォローアップも含めた実効性のあるマッチングの強化や、多様な販路開拓の支援を行う。特に小規模事業者などに対
しては、商工団体などと連携し必要な支援を行う。
【食品産業の総合支援、地産地消の推進】
・食品産業をプロセスに応じて支援し、個々企業の競争力を高める取組みを行う。
・地産地消を推進するために、食のポータルサイトの充実を図り情報発信を強化する。
・直売所の品揃え充実などによる魅力ある店づくり、生産者などと給食施設が一体となった組織体制づくり、観光客などに評価される地元ならではの魅
力あるレシピ作りやメニュー提供を行う。
【貿易】
・農産品の輸出について、全農や他県の産地と連携し、ＪＡの主体的な取組みを支援する。
・対象国や品目ごとに規制対応などの情報提供を行い、新たな販路・市場の開拓の取組みを支援する。
【県産材の利用拡大】
・県産木材については、高品質化、高付加価値化により競争力を強化する。
・県産木材住宅の見学会などにより、県産木材を使用することの意義のＰＲや、製材加工施設の整備や木材乾燥、製材ＪＡＳの品質確保などを推進す
る。
・地方創生への取組みとして、支援対象を子育て世帯に限定した「木の家ですくすく子育て応援事業」を実施する。

百万円

その理由

施策Ⅰ-２-２　県産品の販路開拓・拡大の支援

消費者や流通関係者のニーズを商品づくりに活かすとともに、島根の農林水産品・加工品を「価値ある商品」として売り込む力を強化し、生産者や製造事業者の
多様な流通・販売チャネルの開拓、販路拡大による顧客づくりと消費の拡大を図ります。

数値目標

成果参考指標の実績
等の補足説明（任意
記載）

しまね県産品パートナー店における県産品年間販売額の数値目標について
販売額は、全パートナー店に対する任意のアンケート結果を集計している。年によって、その回答状況に変動があり、取組目標値を設定せず。

評価時点で施策目的
に対する現状
（客観的事実・データなどに
基づいた施策の現状や取組状
況）

数値目標

定性目標

平成28年度～平成31年度

事務事業所管部局長
（幹事部局）

商工労働部長　安井克久 0852-22-5280

・消費者ニーズに対応した商品開発力を向上させるための取組みとして、消費者モニター事業、生産者・製造業者向け基礎講座などを実施した。
・パートナー店等でのフェア開催実績は、開催回数38回で延べ参加企業数は580社。パートナー店等による県内での個別相談会は15回、相談事業者
（県内生産者）数は152社、商談件数は1,036件であった。
・地産地消を推進するため、食の総合ポータルサイトを本格的にスタートさせた。
・輸出促進については、平成28年度に食品輸出商談会に59社の参加あり。３回の海外フェアには64社が参加し、そのうち24社が渡航。また、しまね
食品輸出コンソーシアムの一般会員数は、平成28年度末には87社へ増加した。（設立時の平成21年度は28社）
・新築・増改築を行った住宅のうちの２１０棟については、構造材に県産木材を５０％以上使用した。
・木材加工においては大消費地のニーズを踏まえた製品づくりに取り組み、県外への木材製品出荷量が増えている。（平成27年：12千㎥、平成28年：
14.6㎥）

施策評価シート 評価実施年度： 平成２９年度

しまね県産品販売パート
ナー店における県産品年
間販売額

百万円 にほんばし島根館の年間
販売額

目的



②総合発展計画に定める成果参考指標の目標（実績）

項番 年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 単位

目標値 12.0 13.0 14.0 14.5 15.0

取組目標値

実績値 12.0 14.6

達成率 100.0 112.4 － － ％

目標値

取組目標値

実績値

達成率 － － － － ％

目標値

取組目標値

実績値

達成率 － － － － ％

目標値

取組目標値

実績値

達成率 － － － － ％

目標値

取組目標値

実績値

達成率 － － － － ％

目標値

取組目標値

実績値

達成率 － － － － ％

目標値

取組目標値

実績値

達成率 － － － － ％

目標値

取組目標値

実績値

達成率 － － － － ％

8

施策評価シート別紙１（５以上の成果参考指標がある場合のみ記載）

施策の名称 施策Ⅰ-２-２　県産品の販路開拓・拡大の支援

指標名等

5 県外への年間木材製品出荷量（暦年）

千㎥

6

7

12

11

10

9



（単位：千円）

1 99,316 120,000 林業課

2 172,152 181,176
しまねブランド
推進課

3 8,173 10,000
しまねブランド
推進課

4 9,065 9,581
しまねブランド
推進課

5 3,602 677 林業課

6 49,677 71,214
しまねブランド
推進課

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

建築物木造化・木質化促進事
業

県産品販路拡大事業

地産地消推進事業

しまね食品等輸出促進対策事
業

木材生産流通対策事業

しまね食品産業総合支援事業

施策Ⅰ-２-２　県産品の販路開拓・拡大の支援

所管課名

施策の名称

前年度
事業費

目的（意図）事務事業名
今年度
事業費

民間建築分野において、県産木材による木造化・木質化を推進するため、民間の建築
主によるモデル的な木造建築物を広くＰＲするとともに、木造建築に詳しい建築士を養
成する。また、県産木材を使用した住宅の普及を通じて、瓦製造、電気・ガス・水道・左
官工事など幅広い産業への経済効果を波及させる

県産品に対する理解を深め、県産農林水産物の利用を進める

県産木材の需要拡大と販路拡大のため、県内県外の需給動向、木材輸入の見通し、
住宅の建築動向などを調査して、事業体に対して専門的な情報を提供する。併せて、
消費者である住宅等の施主に対して県産木材をＰＲする

食品産業をプロセスに応じて支援し、個々企業の競争力を高める

県外への販路を拡大する

販路の一つとして輸出を促進する。

施策評価シート別紙２（事務事業一覧）


